
昭
和
二
十
五
年
三
月
十
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

六
○
） 

答

弁

第

六

○

号 

    

衆
議
院
議
員
伊
藤
憲
一
君
提
出
凍
結
資
産
の
拂
下
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
四
四
号 

昭
和
二
十
五
年
三
月
十
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



一 

制
限
会
社
令
（
会
社
の
解
散
制
限
等
に
関
す
る
勅
令
、
昭
和
二
十
年
勅
令
第
六
百
五
十
七
号
）
第
二
條
の
規
定
に
よ 

り
、
制
限
会
社
は
そ
の
資
産
の
讓
渡
に
つ
い
て
は
相
手
方
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
大
蔵
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
も
の
と
定
め

ら
れ
て
い
た
。 

制
限
会
社
令
は
財
閥
解
体
の
予
備
的
措
置
と
し
て
制
限
会
社
の
財
産
が
恣
意
的
に
処
分
さ
れ
る
こ
と
を
制
限
し
た
も
の

で
あ
り
、
財
閥
解
体
の
措
置
に
つ
い
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
は
連
合
国
軍
総
司
令
部
に
お
い
て
も
そ
の
讓
渡
を
許
可
し

て
い
る
次
第
で
あ
る
。 

こ
の
制
限
は
連
合
国
軍
総
司
令
部
の
覚
書
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
大
蔵
大
臣
が
許
可
を
な
す
に
あ
た
つ
て
は
、
事
前
に

司
令
部
の
承
認
を
要
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
た
。 

本
質
問
に
か
か
る
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
産
の
旧
所
有
者
た
る
日
立
製
作
所
が
制
限
会
社
で
あ
り
、
従
つ
て
制
限
会

社
令
の
規
定
に
基
い
て
大
蔵
大
臣
に
対
し
て
そ
の
讓
渡
の
許
可
申
請
を
し
た
。 

衆
議
院
議
員
伊
藤
憲
一
君
提
出
凍
結
資
産
の
拂
下
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



二 

本
件
申
請
書
は
昭
和
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
附
で
大
蔵
大
臣
に
提
出
せ
ら
れ
、
大
蔵
大
臣
は
総
司
令
部
よ
り
昭
和
二

十
二
年
二
月
十
七
日
附
覚
書
に
よ
り
承
認
を
受
け
、
同
日
附
で
許
可
書
を
申
請
者
に
交
付
し
た
次
第
で
あ
る
。 

大
蔵
大
臣
は
こ
の
申
請
に
つ
い
て
司
令
部
に
申
請
書
を
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
の
で
、
本
件
讓
渡
申
請
を
許
可

し
た
次
第
で
あ
る
。 

な
お
、
本
件
に
つ
い
て
の
申
請
書
及
び
許
可
書
の
写
並
び
に
本
件
申
請
当
時
に
お
け
る
制
限
会
社
令
の
規
定
は
別
紙
の

通
り
で
あ
る
。 

（
別
紙
） 昭

和
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日 

昭
和
二
十
年
大
蔵
省
令
第
九
十
七
号
第
三
條
ノ
規
定
ニ
依
ル
土
地
売
却
申
請
書 

株
式
会
社
日
立
製
作
所 

東
京
都
麹
町
区
丸
ノ
内
弐
丁
目
拾
弍
番
地 

四 

 



一
、
売
却
土
地 

左
記
土
地
売
却
許
可
相
成
度
及
申
請
候
也 

（
イ
）
位 

 
 

置 

東
京
都
品
川
区
五
反
田
二
丁
目
三
六
五
番
地 

大
蔵
大
臣
石
橋
湛
山
殿 

電
話
丸
ノ
内
(23) 

代
表
二
三
六
一
（
９
）
二
五
九
一
（
９
） 

電
気
機
械
器
具
製
造
業 

取
締
役
社
長 

 

小 
 

 
 

浪 
 

 

拂
込
資
本
金 

 

四
億
参
千
七
百
五
拾
万
円 

公
称
資
本
金 

 

七

億

円 

本
社
連
絡
先 

管
財
部
管
財
課 

岩
藤 

靖 

（
大
正
九
年
二
月
一
日
設
立
） 

五 

 



四
、
理 

由 

幣
社
ノ
旧
五
反
田
印
刷
工
場
ノ
敷
地
ハ
戰
災
跡
地
ニ
シ
テ
戰
災
後
計
画
モ
ナ
ク
放
置
シ
ア
ル
ト
コ
ロ
該
敷

地
ハ
復
興
都
市
計
画
ニ
基
キ
商
店
街
ト
シ
テ
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
地
域
ニ
シ
テ
今
般
五
反
田
商
店
街
復
興
会
ヨ
リ
之

ガ
拂
下
ゲ
方
懇
請
ア
リ
タ
リ
就
テ
ハ
東
京
都
再
建
ノ
為
ニ
モ
望
マ
シ
キ
コ
ト
ニ
ツ
キ
之
ニ
応
ジ
讓
渡
セ
ン
ト
ス
ル

モ
ノ
ナ
リ 

理
秘
第
二
〇
一
号 

三
、
用 

途 

商
店
街 

（
別
紙
） 

二
、
売
却
先 

五
反
田
商
店
街
復
興
会
（
会
長
大
沢
善
次
郞
） 

（
ロ
）
価 

 
 

格 
 

取
得
価
格 

一
五
九
、
八
一
一
円 

宅
地
一
、
一
〇
六
坪
七
九 

売
却
価
格 

四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

六 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公
布 
昭
和
二
〇
・
一
一
・
二
四 

昭
和
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
附
提
出
の
昭
和
二
十
年
大
蔵
省
令
第
九
十
七
号
第
三
條
の
規
定
に
依
る
土
地
売
却
（
五

反
田
工
場
土
地
一
、
一
〇
六
坪
七
九
価
格
四
〇
万
円
）
申
請
の
件
許
可
し
た
か
ら
命
に
依
り
通
知
す
る
。 

（
別
紙
） 昭

和
二
十
二
年
二
月
十
七
日 

勅
令
第
六
五
七
号 

株
式
会
社
日
立
製
作
所 

会
社
の
解
散
の
制
限
等
に
関
す
る
件 

取
締
役
社
長 

小 

 

浪 

 

殿 

昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号
「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
の
受
諾
に
伴 

い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
く
会
社
の
解
散
の
制
限
等
の
件 

（ 

大

蔵

省

理

財

局

長 

七 

） 

 



第
一
條
の
二 

大
蔵
大
臣
の
指
定
す
る
会
社(
以
下
指
定
会
社
と
称
す)

の
資
本
金
の
変
更
其
の
他
株
主
若
し
く
は
社
員
の

権
利
に
変
更
を
生
ず
べ
き
定
款
の
変
更
、
利
益
の
配
当
若
し
く
は
剩
余
金
の
分
配
又
は
社
債
の
募
集
に
関
す
る
株
主
総

会
若
し
く
は
社
員
総
会
の
決
議
又
は
総
社
員
の
同
意
は
命
令
を
以
て
定
む
る
場
合
を
除
く
の
外
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受

く
る
に
非
ざ
れ
ば
其
の
効
力
を
生
ぜ
ず
。 

第
一
條 
資
本
金(

出
資
総
額
、
株
金
総
額
、
出
資
総
額
及
株
金
総
額
の
合
計
額
又
は
基
金
総
額
を
謂
う
。
以
下
同
じ
。) 

第
二
條 

指
定
会
社
及
び
大
蔵
大
臣
の
指
定
す
る
者
其
の
所
有
動
産
、
不
動
産
、
有
価
証
券
、
其
の
他
の
財
産
に
付
売 

前
項
の
会
社
は
他
の
法
令
の
規
定
に
拘
ら
ず
存
立
時
期
の
満
了
其
の
他
定
款
に
定
め
た
る
解
散
事
由
の
発
生
に
依
り

て
は
解
散
せ
ず
。 

五
百
万
円
以
上
の
会
社
及
び
大
蔵
大
臣
の
指
定
す
る
会
社
の
事
業
の
全
部
の
讓
渡
又
は
解
散
に
関
す
る
株
主
総
会
若
は

社
員
総
会
の
決
議
又
は
総
社
員
の
同
意
は
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
く
る
に
非
ざ
れ
ば
其
の
効
力
を
生
せ
ず
。 

改
正 

昭
和
二
一
・
三
・
一
六
（
勅
令
第
一
四
三
号
） 

八 

 



第
四
條 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
其
の
他
の
従
業
者
が
其
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に

関
し
第
二
條
又
は
第
二
條
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
る
行
為
を
為
し
た
る
と
き
は
行
為
者
を
罰
す
る
の
外
其
の
法
人
又

は
人
に
対
し
亦
前
條
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

第
三
條 

第
二
條
又
は
前
條
の
規
定
に
違
反
し
た
る
者
は
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
五
千
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
。 

第
二
條
の
二 

指
定
会
社
の
株
式
若
し
く
は
社
債
又
は
指
定
会
社
の
社
員
の
持
分
を
讓
渡
し
又
は
債
務
の
担
保
に
供
せ
ん

と
す
る
者
は
命
令
を
以
て
定
む
る
場
合
を
除
く
の
外
、
大
蔵
大
臣
の
許
可
を
受
く
べ
し
。 

却
、
贈
與
其
の
他
権
利
の
移
転
を
生
ず
べ
き
行
為
を
為
さ
ん
と
す
る
と
き
は
命
令
を
以
て
定
む
る
場
合
を
除
く
の
外
、

大
蔵
大
臣
の
許
可
を
受
く
べ
し
。 

附 

則 

指
定
会
社
が
資
金
の
借
入
を
為
し
又
は
預
金
の
拂
戻
を
受
け
ん
と
す
る
と
き
亦
同
じ
。 

九 

 



 

一
〇 

本
令
は
公
布
の
日
よ
り
之
を
施
行
す
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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